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○
環
境
省
告
示
第
四
号

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
八
号
）
の
施
行

に
伴
い
、
及
び
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
環
境
省
令
第
一
号
）
第
八
条
第
八
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
動
物
取
扱
業
者
が
遵
守
す
べ
き
動
物
の
管
理
の
方
法
等
の
細
目
の
一
部
を
改
正
す
る
件
を
次
の
よ

う
に
定
め
、
平
成
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日

環
境
大
臣

細
野

豪
志

動
物
取
扱
業
者
が
遵
守
す
べ
き
動
物
の
管
理
の
方
法
等
の
細
目
の
一
部
を
改
正
す
る
件

動
物
取
扱
業
者
が
遵
守
す
べ
き
動
物
の
管
理
の
方
法
等
の
細
目
（
平
成
十
八
年
一
月
環
境
省
告
示
第
二
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
号
中
「
給
餌
」
を
「
給
餌
」
に
改
め
る
。

じ

第
五
条
第
一
号
ヘ
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
が
、
競
り
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
当
該
競
り
に
付
さ
れ
る
動
物
を
一
時
的
に
保
管
す
る
場
合

に
も
、
同
様
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
第
一
号
ト
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

特
に
、
販
売
業
者
が
、
夜
間
（
午
後
八
時
か
ら
午
前
八
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
犬
及
び
ね
こ
以
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外
の
動
物
の
展
示
を
行
う
場
合
に
は
、
明
る
さ
の
抑
制
等
の
飼
養
環
境
の
管
理
に
配
慮
す
る
こ
と
。

第
五
条
第
一
号
チ
中
「
餌
」
を
「
餌
」
に
改
め
、
同
号
中
レ
を
ソ
と
し
、
ル
か
ら
タ
ま
で
を
ヲ
か
ら
レ
ま
で
と
し
、

え
さ

同
号
ヌ
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

特
に
、
長
時
間
連
続
し
て
犬
又
は
ね
こ
の
展
示
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
途
中
に
お
い
て
展
示
を
行
わ
な
い
時
間

を
設
け
る
こ
と
。

第
五
条
第
一
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
同
号
リ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヌ

販
売
業
者
、
貸
出
業
者
及
び
展
示
業
者
で
あ
っ
て
、
夜
間
に
営
業
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
間
内

に
顧
客
、
見
学
者
等
が
犬
又
は
ね
こ
の
飼
養
施
設
内
に
立
ち
入
る
こ
と
等
に
よ
り
、
犬
又
は
ね
こ
の
休
息
が
妨

げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

第
五
条
第
二
号
イ
中
「
契
約
の
相
手
方
」
を
「
契
約
の
相
手
方
等
」
に
改
め
、
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
が
、
競
り
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
当
該
競
り
に
付
さ
れ
る
動
物
を
一
時
的
に
保
管
す
る
場
合

も
同
様
と
す
る
。

第
五
条
第
五
号
中
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
を
ロ
と
し
、
同
号
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

販
売
業
者
、
貸
出
業
者
及
び
展
示
業
者
に
あ
っ
て
は
、
夜
間
に
犬
又
は
ね
こ
を
顧
客
と
接
触
さ
せ
、
又
は
顧
客

に
譲
り
渡
し
、
若
し
く
は
引
き
渡
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

第
六
条
第
四
号
中
「
販
売
」
の
下
に
「
、
競
り
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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六

競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
に
あ
っ
て
は
、
実
施
す
る
競
り
に
参
加
す
る
事
業
者
が
動
物
取
扱
業
の
登
録
を
受
け
て
い

る
こ
と
を
確
認
す
る
等
動
物
の
取
引
に
関
す
る
関
係
法
令
に
違
反
し
て
い
な
い
こ
と
及
び
違
反
す
る
お
そ
れ
が
な

い
こ
と
を
聴
取
し
、
違
反
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
実
施
す
る
競
り
に
当
該
事
業
者
を
参
加
さ
せ
な
い
こ

と
。


